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１ 平成２８年５月１８日（水）午後１時００分 四條畷市役所東別館２０３会議室において、教育委

員会定例会を開催する。 

 

２  出席委員 

委   員   長  山本 博資 

職  務  代  理  大村 民子 

委      員  原  知雅 

委      員  田伏 義孝 

教   育    長  藤岡 巧一 

 

３ 事務局出席者 

教 育 部 長  坂田 慶一  地 域 教 育 課 長  杉本 一也 

教育部次長兼教育環

境整備室長兼課長 
 西口 文敏  

教育部上席主幹（地域

教育課担当）兼主任 
 村上  始 

教 育 総 務 課 長  阪本 律子  学校給食センター所長  林  雅弘 

学 校 教 育 課 長  芝田 孝人  図 書 館 長  永野 国広 

教育環境整備室上席主幹 

兼学校教育課人権教育・

教 科 指 導 担 当 課 長 

 河上 弘子  公 民 館 長 兼 主 任  勝村 隆彦 

教 育 環 境 整 備 室 

上 席 主 幹 兼 主 任 
 谷口 隆史  

教育総務課長代理兼

主任 
 櫻井 康弘 

子 ど も 政 策 課 長  藤岡 靖幸  教 育 総 務 課  織田 紗樹 

 

４  議事録作成者 

教 育 総 務 課  織田  紗樹 

 

５ 付議案件 

議案 第４号 

報告 第５号 

報告 第６号 

報告 第７号 

 

四條畷市立学校結核対策検討委員会委員の委嘱について 

四條畷市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

教育振興ビジョンの改訂について 

四條畷市私立幼稚園就園奨励費補助金条例の一部を改正する条例案について 
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大村委員 
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山本委員長 

 

山本委員長 

 

 

只今から、５月の教育委員会定例会を開催します。 

  

それでは、四條畷市教育委員会会議規則第５条第２項の規定に基づき、会

議録署名者の指名を行います。 

 

本日の会議録署名者は、大村職務代理にお願いします。 

 

はい。 

 

それでは議事に入りたいと思います。 

 

最初に、議案第４号 四條畷市立学校結核対策検討委員会委員の委嘱について

を議題とします。 

 

事務局から本件の内容説明を願います。 

 

はい。 

 

はい、お願いします。 

 

議案第４号 四條畷市立学校結核対策検討委員会委員の委嘱について、標記の

件につきまして、四條畷市立学校結核対策検討委員会条例第３条及び４条の規定

により、四條畷市立学校結核対策検討委員会委員を別紙のとおり委嘱をせんとす

るものです。議案の理由です。今年度の市立学校における結核対策の充実をはか

るため、四條畷市立学校結核対策検討委員会条例第３条及び４条の規定に基づき、

四條畷市立学校結核対策検討委員会の委員の委嘱をしたく、本案を提案させてい

ただきました。一枚おめくりください。そこに、委員の名簿をあげさせてもらっ

ております。もう一枚めくっていただきますと、新旧対照表を載せさせていただ

きました。 

今年度、新しく委員として名前を挙げさせていただいているのは、学校長を代

表する者ということで、藤原吉直校長先生。それと、養護教諭を代表する者とい

うことで、市川裕和子養護教諭。この二名が昨年度の委員から新しい委員に変更

ということで提案をさせていただいております。男女比につきましては、昨年度

と同様、６対１で変わりはありません。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございます。何か本件について、質疑等ありますか。 

 

 校長先生と養護教諭の二名が交代するということで、任期は一年間という

ことです。よろしいでしょうか。 
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それでは、議案第４号については異議がありませんので、原案のとおり可

決するとにします。 

 

続きまして、報告事項についてです。 

報告第５号 四條畷市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。本件の内容説明をお願いします。 

 

 はい。 

 

はい、お願いします。 

 

報告第５号 四條畷市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について

の内容説明を申し上げます。本条例は、子ども・子育て支援法施行令の一部

を改正する政令が平成２８年３月３１日に公布され、平成２８年度における

幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みとして、同年４月１日から、年収

３６０万円未満相当の世帯について、従来の母子軽減における年齢の上限を

撤廃するとともに、一人親世帯等について負担軽減措置の拡大がはかられた

ことなどから改正するものでございます。この件につきましては、専決処分

のうえ市議会でご署名いただきましたので、報告させていただきます。 

恐れ入りますが、四條畷市立幼稚園条例の一部改正する条例新旧対照表と

書かれました次のページをお開きいただきたいと思います。 

まず、別表第１の左側新の方ですね、（１）当該年度に納付すべき市町村民

税の所得割額が７７，１０１円未満、前年の年収が３６０万円相当未満の世

帯に属する場合の保育料について、定めているものでございます。 

改定内容といたしましては、第１子、第２子及び第３子以降の算定の対象

となる者の範囲を備考第２号に規定する負担額算定基準者に変更するもので

ございます。区分欄の下段の当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が課

税となる世帯の（１）次号に掲げる世帯以外の世帯の第２子における保険料

を現行の５，７００円から４，５５０円に変更し、（２）ひとり親世帯及び在

宅障がい者世帯の保険料については、第１子を現行の半額の４，１５０円と

し、第２子を５，２００円から０円に変更するものでございます。なお、ひ

とり親の定義は、備考の第３号及び第４号に規定しているとおりで現行の内

容と変更はございません。 

次のページに入ります。２号の保育料につきましては、当該年度に納付す

べき市町村民税の所得割額が７７，１００円を超える世帯、前年の年収が３

６０万円相当以上の世帯に属する児童の保育料でございます。第１子、第２

子及び第３子以降の算定となるものの範囲は現行制度と同じでございます。

改正内容は、当該世帯に属する児童の保育料について、第２子の保育料を現

行の５，７００円から、第１子の保育料の半額の４，５５０円に変更するも
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のでございます。 

附則についてご説明いたしますので、改正文にお戻りいただきたいと思い

ます。改正分の一番後ろのところです。附則のところで、この条例の施行日

を平成２８年４月１日からとするものでございます。以上で簡単ではござい

ますが、報告第５号 四條畷市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定に

ついての内容説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

はい、どうもありがとうございます。 

 子ども・子育て支援法施行令の一部が改正されたことにともなって、本市

の幼稚園条例の改正を行うということで、既に市長の専決をとり議会の合意

も得ているということです。何か内容につきまして質疑等ございませんか。

よろしいですか。 

 

それでは、本件につきましては、今藤岡課長から報告いただいたとおり、

報告ということで終わらせてもらいたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 

それでは、続きまして、報告第６号 教育振興ビジョンの改訂についてを議

題とします。事務局から本件の内容説明をお願いします。 

 

はい。本日ご説明につきまして、プロジェクターの方をご用意させていた

だいております。机上配布と同じ資料ではございますが、こちらの方をご覧

いただけたらと思います。今から設定させていただきますので、しばらくお

待ちください。 

 

委員長、説明させていただいてよろしいでしょうか。 

 

お願いします。 

 

着席にて失礼します。 

それでは、本市の教育大綱と呼ぶ教育振興ビジョンの改訂について説明を

させていただきます。この教育振興ビジョンは平成２６年３月に、平成２６

年度から平成３２年度までの四條畷市の教育振興ビジョンとして策定いたし

ました。翌年度の平成２７年度４月の第１回総合教育会議におきまして、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する大綱として位置づけられ

ました。今回の改訂につきましては、ビジョンの進捗管理を行っていく中で、

より深く明確に表記した箇所、法律や条例等が変更となった箇所、また、事

業の方向性が変更となった箇所について、追記修正等の変更を行いました。 

大きな変更としましては、まず１ページ目。１ページ目の策定の趣旨でご

ざいます。こちらの方は、前回のビジョンでは、子どもたちの教育のみの対
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応となっていましたが、今回、この赤の部分であります。こちらの赤の部分

に生涯学習の支援の内容を追記させていただきました。また、３ページ目の

四條畷市の教育につきまして、一番端の４番目。英語教育の推進、また、真

ん中の列の３番目、子どもの貧困対策の２項目を追加しまして、１番の学力

の向上から繋がるような順序の方を変更させていただいております。 

では、次に主な改訂点につきましてご説明させていただきます。まず、６

ページの柱②のフォローアップ対策につきましては、市民活動センターで行

っていました土曜日フォローアップ教室を平成２８年度からくすのき小学校

でモデル校として５月に開催いたしましたところ、前年度の実績では２０名

でありましたが、今回６０名の参加がありました。これに伴いまして、指導

者などの人数の不足や教室における児童の養成、施設のセキュリティ等、い

くつかの課題が浮上してまいりましたので、今後、ひとつひとつの課題を返

上しつつ平成２９年度から段階的に小学校会場へ移行することといたしまし

た。 

次に１０ページ ICT 環境整備につきましては、中学校のところですが、中

学校において電子黒板機能付きのプロジェクターを本来ならば平成２８年度

以降に導入する予定でございました。ですが、平成２７年度におきまして、

地方創生先行型上乗せ交付金で導入することができましたので、電子黒板機

能付きプロジェクタ、無線 LAN ユニット、ロールスクリーンのセットの追加

ということをこちらの方に表記いたしました。 

続きまして、１５ページ英語教育の推進につきましては、先ほどもありま

したとおり、学力の向上から取り出しまして、四條畷市の教育の大きな取り

組むべき項目として追加いたしました。今年度は、２６年度からモデル的に

東小学校で実施いたしましたフォニックス学習を全小学校全学年で行うため

に４月に大阪府が開発しましたオリジナル DVD 教材と機材を各校へ配布いた

しました。 

次に飛びまして。２４ページになります。２４ページの就学前からの義務

教育の卒業後までの系統立てになります。こちらのシートになります。子ど

もの貧困対策、就学前教育の充実、子ども子育て支援に向けた環境設備、子

ども・若者の健全育成を新しいシートとして追加しました。まず、なわての

子どもつながりプランの方から、保幼・小・中の学びの接続、不登校支援、

子ども・若者ひきこもり対策、それと、進路指導ということで、就学前から

義務教育卒業までの経過をイメージしたシートとなっております。 

次に２５ページになります。こちらの言葉の変更内容につきましては、ま

ずはひとづくりはまちづくりプロジェクトから取り出し、一つの項目として

追加いたしました。各学校が子どもの実態把握に基づくアセスメントを行い

まして、適切な時期に適切な指導を行えるよう、教育委員会、福祉部局、教

育センター、その他関係課の連携をもとに、基本プランを策定し、推進を図

ります。２６年度は、四條畷南小学校をモデル校として実施いたしました。

２７年度は全校に試行的に行いました。２８年度にはなわての子どもつなが
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りプランの策定をしまして、こちらをもとに全校で本格的に実施をしていく

予定でございます。 

次に２６ページになります。皆さんの資料では、私立が市立になっている

ところがあるかと思います。申し訳ありません。印刷してから気がつきまし

て、原課の方からご報告いただいた次第でございます。２６ページの就学前

教育の充実といたしましては、平成２９年度におきまして、四條畷あおぞら

幼稚園と忍ヶ丘保育所をひとつの市立認定こども園として開設しまして、民

間保育園と私立の幼稚園から認定こども園の円滑な移行を支援することを追

記しました。また、次の２７ページの方には、２８年度に四條畷乳幼児教育

保育アクションプランの策定を追記させていただいております。 

かなり飛びますが、３８ページの安心安全の確保では、給食センターにつ

きまして高度な衛生管理と災害に強い施設省エネルギー化を目指した内容を

追記しております。２７年度におきまして、光熱水費が約７００万円も削減

できたという内容を追加させていただいております。また、次の４０ページ

の食育推進の中で、給食に地場産野菜の使用率２５％以上を目標とするなど、

地産地消を明確にいたしました。 

次に、４１ページ。社会教育推進方針を載せさせていただきました。こち

らは今回、新たに作成いたしました。以前は、社会教育基本方針を別途策定

しておりましたが、今年度から、教育振興ビジョンで方針を盛り込むために、

作成させていただいたものです。基本的な取り組みの中の１番から８番まで

を社会教育推進方針の関連シートに記載しております。 

最後に、５５ページのひとづくりはまちづくりプロジェクトになります。

こちらは社会教育施設の充実につきまして書いております。こちらの社会教

育施設整備計画につきましては、まちづくり長期計画と公共施設等総合管理

計画との整合性を図り策定いたしました。また、市民総合体育館の方では、

２８年度におきまして照明器具の改修を行うなどの内容を改めて追加させて

いただきました。 

主な改訂の内容は以上でございます。 

 

教育ビジョンについての説明がありましたが、大きな改訂の報告がありま

したけども何か委員の皆さんの方でございませんか。 

 

委員長。補足説明をさせていただきます。 

事前に各委員の皆様にヒアリングさせていただきました。その中で、ご意

見等をいただきまして、そちらを参考にさせていただいたページがございま

す。改めて追加させていただきましたのは、４２ページでございます。生涯

学習の支援、自ら学ぶ環境づくりということで、以前には、総合的な生涯学

習につきましてのページはございませんでした。今回改めまして、委員様か

らご意見いただき作成したページとなります。また、右側上の方に社会教育

推進方針の番号を振らせていただいております。こちらの方も、ヒアリング
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の際には番号が順番が逆になっていたところがございました。それが分かり

にくいというご意見がございましたので、できる限り順序良く並びさせてい

ただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございます。 

それでは、何点か私の方から。 

１点は、２４ページに小中学校からの学びとして系統立てて作ってもらい

ましたが、この経緯が入りましたので、違和感を感じたのは２５ページ。と

いうのは、四條畷市の学びの系統をしていますが、まず一番初めに子どもの

貧困に対する事業というのが出てきた。これは流れから言うともうちょっと

後の方が良いのではないかと。系統がなかったら良かったんですが、２６ペ

ージにスライドが新しく追加され入りましたね。ここで就学前教育の充実か

ら始まって子育てに向けた支援がずっときてますので、最後の子どもが安

心・安全に暮らせるまちづくり。３２ページですか。この次あたりにこの２

５ページのスライドがきた方がずっと全体像が増して、スムーズに流れてい

るような気がします。というのは、全体的な市のもっている課題を対外的に

流していただいて、その後、ひきこもりの問題も含めて貧困対策とか。大き

な事業であることは間違いないんですけど、流れの中ではその方が読ませて

いただいてスムーズにいったのかなと。変えなくても構わないですが、そう

いう感想をもちました。 

そうしますと、同様に、子ども・若者の健全育成の部分の子どもひきこも

り対策の３３のスライドは３５の後が良いかなと。読んでる感じでは。その

続きの中に入っているかなと。読ませていただいて思いました。 

それから、生涯学習の支援のところですが、スポーツがあり文化があり芸

術があり、これは今回に限らないと思いますが、人材育成があるということ

になっているんですが、文化芸術のところに、昨年度あるいは今年度の部分

ですと、これは社会教育というよりは公民館活動の中心になっていると思い

ますが、歴史学についての取り組みが、なわて学というかたちで結構大きく

なってきましたので、そういう歴史についての取り組みがどこか一ヶ所入る

ようなところがあっても良いのかなというのは、文化芸術の振興という部分

で、歴史の部分が入ればよいかなと。具体な取り組みが始まりますのでね。 

それから、これも今年度の問題ではないんですが、ICT 教育。スライド１

０ですが、中学校の具体的な部分が入りましたので、よかったと思いますが、

これ見ますと、３２年度。３１年末の完成イメージ。どうなったらこの ICT

環境の整備で最後どうなるのかなとイメージができなくて。確かに今足りな

いことを入れていってますから、それを全部各小中学校で充実をしてできれ

ば、それで終わりなんでしょうけど。それがちょっと気になりました。これ

も昨年度に言うべきことだったのかなと思いますけれども。将来像がイメー

ジできなかったので。 

そういうイメージで言うと、もうひとつ。英語教育。１５。この英語教育
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も最終のなわての英語教育の姿。どういうのが本当にめざす姿なのか私もよ

くわかっていないのですが、そういうイメージはやっぱりいるのかなと。小

学校１年生から６年生まで、補充学習ということによって、それで完成なの

か。では次のステップがあるのか。もちろん、文科省の政策の問題もありま

すから、どこまで英語教育を落し込んでくるのかということもあるのですが、

もう一つは大阪も私学の小学校が取り組もうとしている多くの部分が、英語

を用いた体育の授業とか、英語を用いた理科の授業とかを想定しているよう

な所もあり、そういうところである程度差別化を図らないといけないといけ

ないと思いつつ、それが良いかどうかは判断できないのですが。それが望ま

しいというか、ビジョンですので、最終的な本市の英語教育の目標、全体の

イメージ、ここまでいきたいというような部分をつくらないといけないので

はと感じました。 

すみません。パラパラと見た時の印象だけでしか言えていませんが。今す

ぐにどうのこうのというのではなくて、そういう印象をもちました。 

 

委員さんの方から何かございますか。 

 

委員長、よろしいでしょうか。 

 そこの左側の一番上に書いてありますように、次の学習指導要領の改訂で、

小学校５・６年生から英語という教科が、それから同時期に、小学校３年生

にさがって小学校の外国語活動が入ってくると。こういったことに向けまし

て、早い段階から英語に慣れ親しむ姿をつくるということがまず当面の目標

かなと思っています。続いて、学習指導要領の改訂の時に、中学校の英語の

学習指導要領の目的とか狙いというのもやや尐し基準があがるという言葉が

適切かどうかは分からないですが、英語で英語の授業を行うという。高等学

校がそうなんですけれども。それが中学校にもおりてくるという動きがあり

ますので、これに向けて、先生方の指導力の向上もこれをやりながら、同時

にはかっていきたいと。中期的にはそのような目標を今のところもっており

ます。 

 

そうですね。特に小学校の先生が ALT のいないところで英語の授業をやら

ないといけませんので、特に低学年でそういう悪い英語を定着させてしまう

とあとそのフォローが大変ですので、特に小学校の先生の英語に関する研修

というのは必要かなと思います。できれば統一基準で接してもらうことが大

事なことですので、またそういうことも考えていただけたらと思います。 

 

委員さんの方から何かご発言がございましたら、どうぞ。 

 

それでは、教育振興ビジョンについてはこれで終わらせていただきます。 
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続きまして、報告第７号 四條畷市私立幼稚園就園奨励費補助金条例の一

部を改正する条例案についてを議題といたします。 

事務局、お願いします。 

 

報告第７号 四條畷市私立幼稚園就園奨励費補助金条例の一部を改正する

条例案についてでございます。国の幼稚園就園奨励費補助金制度が改正され、

補助限度額が改められましたので、所要の改正をする必要がありました。こ

の条例の一部を改正するための条例議案を四條畷市議会６月議会に提出する

ことについて、報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。四

條畷市私立幼稚園就園奨励費補助金条例の改正の概要というところをご覧く

ださい。大きな改正点について、改正の概要の中央のところに書かせていた

だきました。幼児教育の生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであ

ることに鑑み、幼児教育の無償化に段階的に取り組むという国の方針を受け

まして、今年度、平成２８年度については、大きく２つの点について変わっ

た部分があります。 

１つ目、年収約３６０万円未満（市町村民税の所得割課税額が７７，１０

０円以下）の世帯について、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、多子世帯の

保護者負担の軽減をはかる。２つ目がその続きです。年収約３６０万円未満

（市町村民税の所得割課税額が７７，１００円以下）世帯ひとり親世帯につ

いて、補助単価を増額し、保護者担の軽減をはかる。 

この２つの大きな改正点をふまえまして、本市の補助金条例の部分を下の

太字で書かせていただきましたすみつきかっこの２点について、改正をさせ

ていただきました。１つ目は、別表の記載内容の改正を行いました。新旧対

照表をつけさせていただいておりますので、そちらと同時に見ていただけた

らと思うんですが、別表の記載内容の改正については、従来条件（兄姉が幼

稚園児の場合）及び新条件（兄姉が小学校１～３年生の場合）の補助限度額

が統一され、なお、年収約３６０万円未満（市町村民税の所得割課税額が７

７，１００円以下）世帯においては、多子計算に係る年齢制限が撤廃されま

した。このことから、旧の方の第２条中に別表第１という下線を引いた部分

があると思いますが、そこを新の方では別表と改めさせていただきまして、

旧の方の別表第２を削りました。別表について、概要に書かせていただきま

したが、（１）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が７７，１０

０円以下の世帯の園児についての補助限度額を記載する別表の（１）と、別

表（２）は、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が７７，１０

１円以上の世帯の園児という二つの表に置き代えさせていただいておりま

す。その補助限度額の改正の中身ですが、満３歳児・３歳児については、国

の補助額と同額の改定を行っております。また、４歳児・５歳児の３０８，

０００円に達していない階層につきましては、国の補助額に昨年度と同額の

本市の上乗せ分を合計した額による改正を行っております。 

そのように変更させていただいたものを案として議会に提出させていただ
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きたいと思っております。以上です。 

 

ありがとうございました。 

国の補助金制度が改正されたことによって、本市の補助金条例の一部を改

正することの説明です。基本的には国の改正にのっとって、市独自の上乗せ

分については従前どおりのかたちでやっていくというご説明課と思います。 

 

これにつきましては、何かございますか。 

 

委員長すみません、追加しまして、６月議会におきまして可決されまして、

条例が改正されましたら、また６月の教育委員会において規則の改定につい

て議案を提出させていただく予定ですので、よろしくお願いします。 

 

はい、わかりました。よろしくお願いします。 

 報告第７号についてはこれで終了させていただきます。 

 

以上で、本日予定の案件の審議は、すべて終了しました。 

これをもちまして、定例会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

      平成２８年 月  日 

 

 四條畷市教育委員会委員長  山本 博資 

 

                         同         委 員  大村 民子 


